
≪業務内容≫
１．教育研究活動
 （１）教育の今日的課題の調査研究を深める
 （２）教育研究発表大会、教育研究奨励事業等、教職員の実践的研究を推奨する
 （３）研究資料を収集・整備・活用し、市内各校園所の研究交流に努める

２．研修・普及活動
 （１）教育相談講座、特別支援教育講座、保育・授業力アップ講座、スキルアップ事業、学年・

学校経営講座など各種講座を企画・運営し教職員の資質向上に努める。
 （２）初任者研修、中堅教諭等資質向上研修、人権教育講座（２年次研修）、初任者・２年次教

職員とのクロス研修等、各種研修を企画・運営し教職員の資質向上に努める。
 （３）教育研究所だより「輝動」を発行し、広報活動を行う。
 （４）不登校支援ネットワーク事業、県内教育研究所協議会等で教育関係機関との連携を図る。

３．教育支援活動
 （１）教育相談活動を推進・充実を図り、幼児・児童・生徒の健全な育成に努める。
 （２）学校や関係機関との連携を図りながら、社会的自立を目指して不登校改善の支援を行う。

４．学校支援活動
 （１）教職員（管理職含む）相談・支援のため、学校の巡回、サポートを行う。
 （２）ＷＬＢ（ワークライフバランス）枠教員のコーディネートを行う。
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